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（
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）

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
海
賊
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
が
海
賊
行
為
に
適
切
か
つ
効
果
的
に
対
処
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
海
上
に
お
け
る
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
船
舶
に
乗
り
組
み
又
は
乗
船
し
た
者
が
、
私
的
目
的
で
、
公
海
又
は
我
が
国
領
海
等
に
お
い
て
行
う
航
行
中
の
他
の
船
舶

の
強
取
・
運
航
支
配
、
船
舶
内
の
財
物
の
強
取
、
船
舶
内
に
あ
る
者
の
略
取
、
人
質
に
よ
る
強
要
及
び
そ
れ
ら
を
行
う
目
的

で
他
の
船
舶
へ
の
著
し
い
接
近
等
の
行
為
を
、
海
賊
行
為
と
定
義
す
る
。

二
、
海
賊
行
為
を
し
た
者
に
つ
き
、
そ
の
危
険
性
や
悪
質
性
に
応
じ
て
処
罰
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
海
賊
行
為
へ
の
対
処
は
、
海
上
保
安
庁
が
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
も
の
と
し
、
海
上
保
安
官
等
は
、
海
上
保
安
庁
法
に

お
い
て
準
用
す
る
警
察
官
職
務
執
行
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
武
器
の
使
用
の
ほ
か
、
他
の
船
舶
へ
の
著
し
い
接
近
等
の
海

賊
行
為
を
制
止
し
て
停
船
さ
せ
る
た
め
他
に
手
段
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
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る
。

四
、
防
衛
大
臣
は
、
海
賊
行
為
に
対
処
す
る
た
め
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
自
衛
隊

の
部
隊
に
海
賊
対
処
行
動
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関

の
長
と
協
議
し
て
、
原
則
と
し
て
、
対
処
要
項
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
四
、
の
承
認
を
し
た
場
合
又
は
海
賊
対
処
行
動
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
国
会
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

六
、
海
賊
対
処
行
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
官
に
つ
き
、
海
上
保
安
庁
法
の
所
要
の
規
定
、
武
器
の
使
用
に
関
す
る
警
察
官
職
務

執
行
法
第
七
条
の
規
定
及
び
他
の
船
舶
へ
の
著
し
い
接
近
等
の
海
賊
行
為
を
制
止
し
て
停
船
さ
せ
る
た
め
の
武
器
の
使
用
に

係
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


